
令和７年１１⽉吉⽇ 
取引先各位 
 

⽶⼦地区⽣コンクリート協同組合 
                                        技術部会        
 

構造体コンクリート強度補正値に関してのご案内 
 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご⾼配を賜り、 
厚く御礼申し上げます。 
 

⽶⼦地区⽣コンクリート協同組合技術部会では、建築⼯事のコンクリート打設における 
構造体強度補正値の適⽤期間に関して、５年毎に⾒直しを実施しております。 
 ２０２５年度は⾒直しを実施する年度にあたり、過去１０年の気象庁資料を基にして、 
構造体強度補正値の適⽤期間を⾒直しております。 
 ２０２５年度に検討して新たに定めた構造体強度補正値の適⽤期間は、２０２６年４⽉ 
以降打設予定のコンクリートに適⽤いたします。 
そのため、２０２６年４⽉以降にコンクリート打設予定で、既に配合計画書作成を依頼した 
現場では、補正値の適⽤期間が異なり、打設⽇によっては配合の呼び強度が変わる可能性 
がございます。 
 配合計画書記載内容の訂正は適宜受け付けておりますので、ご不便をおかけして申し訳 
ありませんが、ご了承の程を何卒よろしくお願い申し上げます。 
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